
総 行 公 第 1 5 3 号 

総 行 女 第 3 3 号 

 令和４年 12 月 26 日 

 

各 都 道 府 県 総 務 部 長 

 （人事担当課、市町村担当課、区政課扱い） 

 各 指 定 都 市 総 務 局 長     殿 

 （人事担当課扱い） 

 各 人 事 委 員 会 事 務 局 長 

 

 

総 務 省 自 治 行 政 局 公 務 員 部 

公 務 員 課 長 

女性活 躍・ 人材 活用 推進 室長 

（  公  印  省  略  ）  

 

男性職員の育児休業等の取得促進に向けた取組の着実な推進について 

 

地方公務員の男性の育児休業等の取得の推進については、「男性職員の育児休業等の取

得促進に向けた更なる取組について」（令和３年１月 25日総行女第５号）、「男性職員の

育児休業等の取得促進に向けた取組の一層の推進について」（令和３年 12 月 24 日総行女

第５号）等により、かねてより積極的な取組を助言しているところです。また、改正地方

公務員育児休業法の公布を受け、本年５月に発出した「男性職員の育児休業の取得促進等

に関する総務大臣書簡」では、地方公共団体における男性職員の育児休業の取得促進等を

図るため、組織として具体的な目標を設定し、管理職が中心となり計画的な取得を促進す

るなど、制度改正も契機として組織のトップが積極的に取り組むよう依頼したところです。 

男性が育児のために一定期間、休暇や休業を取得することは、本人にとって子育てに能

動的に関わる契機として重要であるとともに、組織にとっても、多様な人材をいかすマネ

ジメント力の向上や子育てに理解ある職場風土の形成等の観点から重要となります。 

令和３年度の地方公務員の男性の育児休業取得率については、第５次男女共同参画基本

計画（令和２年 12 月 25日閣議決定）において成果目標として掲げられた 30％（令和７年

まで）に対し、「「令和３年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」の結果等を踏ま

えた地方公共団体における勤務環境の整備・改善等について（通知）」（令和４年 12 月 26

日総行公第 152号・総行安第 50号）において取りまとめたとおり、首長部局等にあっては

34.5％（対前年度比＋9.8％）であったものの、全体としては 19.5％（対前年度比＋6.3％）

にとどまっています（調査結果は別添１参照）。令和３年度の国家公務員の男性の育児休

業取得率は 34.0％（対前年度比＋5.0％）となっており、地方公務員の男性職員の育児休業

等については、取得促進に向けた取組を一層加速しなければならない状況にあるといえま

す。 

本年度は、例年の育児休業取得率等に係る調査に加え、「勤務条件等に関する調査の附



帯調査について（照会）」（令和４年９月９日総行公第 121 号）により、各地方公共団体

における男性職員の育児休業取得率の数値目標設定状況について調査を行っているところ

です（調査結果は別添２参照）。これらの調査結果から分かる内容を含め、男性職員の育

児休業等の取得促進に向けた取組を着実に推進していただくに当たって留意いただきたい

事項は下記のとおりですので、引き続き、全ての地方公務員の男性が子育て等に参画でき

る環境整備により一層、計画的に取り組んでいただくようお願いいたします。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村に対してもこれらを周知してい

ただくほか、各市区町村においてもより積極的な取組が行われるよう助言をお願いいたし

ます。 

なお、本通知については地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システム

を通じて、各市区町村に対して情報提供を行っていることを申し添えます。 

本通知は、地方公務員法第 59条（技術的助言）及び地方自治法第 245条の４（技術的助

言）に基づくものです。 

 

記 

 

１ 国家公務員における取組と同程度の取組の実施 

国家公務員においては、「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得

促進に関する方針」（令和元年 12 月 27 日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協

議会決定）に基づき、令和２年度より、子供が産まれた全ての男性職員が１か月以上を

目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指して取組を進めている。その要点

は次のとおりとなっている。 

（参考）国家公務員における取組 

① 幹部職員が子供が生まれた全ての男性職員の育児に伴う休暇・休業１か月以上取

得を目指す方針や目標の明確化を行う。【取得方針・目標の明確化】 

② 管理職員及び人事担当課において、常日頃より職員からの相談を受けやすい雰囲

気の醸成に努めるとともに、個人のプライバシーに配慮しつつ、適切な機会・手段

を通じて子の出生が見込まれる男性職員を確実に把握する。【男性職員の確実な把

握】 

③ 人事担当課において、制度・運用についての質問や相談を受け付ける窓口を設置

する。【質問・相談窓口の設置】 

④ 管理職員が対象職員に対して、育児に伴う休暇・休業の合計１か月以上の取得を

推奨した上で、対象職員の意向に基づき、取得計画を作成する。【取得計画の作成】 

⑤ 対象職員が育児に伴う休暇・休業を取得できるよう、管理職員があらかじめ体制

の準備や業務分担の見直し等、業務面における環境整備を行う。【業務面での環境

整備】 

⑥ 育児に伴う休暇・休業の取得促進に係る取組について、幹部職員・管理職員・人

事担当課の職員等の人事評価に反映する。【人事評価への反映】 

 

これらの取得促進の取組の中でも、幹部職員による「休暇・休業の取得方針・目標の

明確化」及び管理職員による「対象職員の意向に基づく取得計画の作成」は取得促進に

資する重要な取組であり、取組状況が低調であることが低水準の取得率に繋がるものと

考えられる。これらを含め、男性職員の育児休業等の一層の取得促進に向けて、国家公



務員における取組と同程度の取組の実施について、積極的な検討をお願いしたいこと。 

 

２ 男性職員の育児休業取得率等の数値目標設定について 

地方公務員の男性の育児休業取得率の状況は、第５次男女共同参画基本計画における

成果目標の達成に照らし、また、国家公務員と比べても、低水準にとどまっており、取

得促進の一層の取組が求められる状況にある。 

各地方公共団体における男性職員の育児休業取得率の数値目標設定状況の調査結果

（別添２参照）からは、1,155団体（64.6％）の団体で数値目標が設定されており、未設

定の団体においても今年度末までに対応予定の団体が 395団体（22.1％）となっている。

その一方で、今年度末までの対応が困難としている団体も、市区町村を中心に 238 団体

（13.3％）となっている。また、別添２の調査結果においては、団体別に設定された目

標の内容（文書名、取得率、取得期間及び目標年または年度）を公表している。 

国家公務員における子供が生まれた全ての男性職員の育児に伴う休暇・休業１か月以

上取得を目指す方針や目標の明確化の取組も参考に、地方公共団体においても、組織と

して男性職員の育児休業等の取得促進に係る数値目標を設定し、幹部職員・管理職員等

を含めた全ての職員に周知するようお願いしたいこと。また、既に数値目標を設定して

いる団体においては、目標とする取得率の水準の引き上げや、取得期間に係る目標の設

定についても、積極的な検討をお願いしたいこと。 

 

３ 令和３年度において取得率が大きく上昇した団体の取組事例の参照 

これまでの通知においても、取得率が大きく上昇した団体（令和元年度：鳥取県・千

葉市、令和２年度：福岡市・つくば市）の取組事例を紹介してきたところであるが、依

然として、地方公務員の育児休業取得率や取得促進に向けた取組状況については、地方

公共団体間で差が見られる状況にある。令和３年度において男性職員の育児休業取得率

が着実に上昇している団体の取組事例は、別添３－１（秋田県）、別添３－２（北九州

市）、別添３－３（東京都中野区）、別添３－４（岡山県玉野市）のとおりである。 

これらの団体はいずれも、男性職員の育児休業取得率の数値目標を明確に定めた上で、

取得計画の作成、収入シミュレーションシートの配布、業務分担の調整など育児休業等

を取得しやすい環境の整備等の取組を実施している。これらの団体の取組事例も参考に、

地域の実情に応じ、男性職員の育児休業等の取得促進に資する取組の実施について積極

的な検討をお願いしたいこと。 

 

 

【連絡先】 総務省自治行政局公務員部公務員課 

公務員第４係 原田、西野、松井 

女性活躍・人材活用推進室企画係 川瀬、山内 

電話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 

   ０３－５２５３－５５４６（直通） 



●育児休業等の取得状況

ア）男性職員の育児休業取得率（令和３年度）　※括弧内は令和２年度

全合計 首長部局等 警察部門 消防部門 教育委員会
（参考）
女性職員
全合計

14.9% 40.7% 9.7% 7.3% 10.6% 101.7%

(9.5%) (28.9%) (4.9%) (3.4%) (6.5%) (99.7%)

28.9% 47.8% 15.4% 16.1% 100.0%

(21.6%) (37.1%) (8.7%) (11.6%) (100.7%)

24.2% 29.0% 5.5% 25.3% 99.4%

(16.6%) (20.1%) (2.4%) (19.2%) (99.4%)

19.5% 34.5% 9.7% 8.4% 12.4% 100.6%

(13.2%) (24.7%) (4.9%) (4.2%) (8.1%) (99.7%)
※取得率は、調査年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員数に対する調査度中の新規取得者数

　（調査年度以前に取得可能となって、調査年度中に新たに育児休業を取得した者を含む）の割合である。

都道府県

指定都市

市区町村

合　計

-

-

➢ 女性職員の取得率は100.6％で、取得期間も1年超が

７割超、うち２年超が約３割となっている。

➢ 一方、男性職員の取得率は19.5％で、近年増加傾向にあり、対前年比でも増加（＋6.3％）

しているものの、国家公務員の取得率（R3：34.0％）と比べ低水準となっている。

また、取得期間も１月以下が５割以上となっている。
※「第５次男女共同参画基本計画」において、2025年までに30%という数値目標

➢ 団体区分別・部門別にみると、団体間・部門間の格差が大きく、団体区分別では都道府県

（14.9％）で、部門別では消防（8.4％）・警察（9.7％）で特に低水準となっている。

➢ 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇については、両休暇を合わせて５日以上取得

した職員の割合が41.3％と増加（対前年比＋4.3％）しているものの、国家公務員の取得率

（R3：86.4％）と比べ低水準である。

※参考：男性の育児休業取得率（最新公表値）

国家公務員 34.0％ (令和３年度)

民間企業 13.97％ (令和３年度調査)
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イ）男性職員の育児休業取得率（全合計、都道府県・指定都市）の上位団体

団体名
育児休業
取得率

前年度
取得率

団体名
育児休業
取得率

前年度
取得率

1 鳥取県 44.3% 29.1% 1 千葉市 83.2% 92.2%
2 秋田県 42.3% 11.5% 2 北九州市 39.5% 24.6%
3 高知県 34.5% 22.9% 3 仙台市 36.1% 24.1%
4 山形県 30.5% 13.8% 4 福岡市 34.7% 33.5%
5 宮崎県 29.7% 19.9% 5 新潟市 33.5% 23.3%
6 福井県 26.5% 13.9% 6 岡山市 32.4% 19.1%
7 福島県 26.0% 12.2% 7 さいたま市 32.2% 24.8%

ウ）男性職員の育児休業取得率（警察部門（都道府県）・消防部門（都・指定都市））の上位団体

【警察部門（都道府県）】 【消防部門（都・指定都市）】

団体名
育児休業
取得率

前年度
取得率

団体名
育児休業
取得率

前年度
取得率

1 鳥取県 85.1% 53.3% 1 千葉市 114.8% 142.5%
2 宮崎県 47.1% 29.1% 2 北九州市 51.1% 18.5%
3 秋田県 46.0% 7.1% 3 岡山市 35.2% 6.8%

エ）男性職員の育児休業取得率（教育委員会部門、都道府県・指定都市）の上位団体

【教育委員会部門（都道府県）】 【教育委員会部門（指定都市）】

団体名
育児休業
取得率

前年度
取得率

団体名
育児休業
取得率

前年度
取得率

1 京都府 25.4% 10.0% 1 千葉市 75.9% 86.5%
2 沖縄県 20.6% 12.4% 2 静岡市 21.0% 15.8%
3 奈良県 19.6% 9.0% 3 広島市 18.6% 5.3%

オ）育児休業期間の状況（令和３年度)

【男性職員】 【女性職員】

※男性職員の「5日未満」、「5日以上2週間未満」及び「2週間以上」に示す割合は、「1月以下」に占める割合である。

都
道
府
県

都
道
府
県

指
定
都
市

指
定
都
市

指
定
都
市

都
道
府
県

5日未満

11.3%
 5日以上

2週間未満

27.2%

 

2週間以上

61.5％
1月超

3月以下 20.3%

3月超

6月以下

10.6%

6月超

9月以下 4.6%

9月超

12月以下

7.7%

12月超

24月以下 2.0%
24月超 0.4%

1月以下

54.4%

 



カ）配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得状況（令和３年度） （単位：人）

※「令和３年度中に新たに育児休業が取得可能となった男性職員数」には、いずれか又は両方の休暇制度を

　設けていない団体における「令和３年度中に新たに育児休業が取得可能となった男性職員数」を含む。

キ）両休暇を５日以上取得した職員の割合（全合計、都道府県・指定都市）の上位団体

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7 47.7%

団体名

新潟市
千葉市
岡山市
横浜市
川崎市
仙台市
札幌市 52.9%

53.4%

70.9%

47.9%
50.8%
44.6%

44.4%

三重県 56.1% 37.2% 53.0%
広島県 56.2% 57.1%

茨城県 56.0% 45.9%

67,362 50,085 38,869

団体名
５日以上
取得率

前年度
取得率

大分県 64.2% 56.0%都
道
府
県

指
定
都
市

(100.0%) (74.4%)

令和３年度中に
新たに育児休業が
取得可能となった

男性職員数

配偶者出産休暇
を取得した職員数

育児参加のため
の休暇を取得した

職員数

いずれか又は両方
の休暇を取得した

職員数

両休暇を合わせて
５日以上取得した

職員数

72.2%

前年度
取得率

70.4%

53,766 27,836

福岡県 56.3% 48.3% 53.4%

(57.7%) (79.8%)

48.5%佐賀県 62.1% 60.9% 64.8%

(41.3%)

５日以上
取得率

京都府 71.9% 58.0%

77.6% 78.0%
79.4% 81.3% 79.8%

82.8%
88.1%

92.7% 93.6% 94.9%

21.0%
23.5%

27.9%

37.0%
41.3%

51.9%

67.8%

79.6%
84.9%

86.4%
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（※調査時点は令和４年１０月１日とする。）

設定済
未設定・今年度末
までに対応予定

未設定・今年度末
までの対応困難

47 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%)

20 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%)

1,088 395 238
(63.2%) (23.0%) (13.8%)

1,155 395 238
(64.6%) (22.1%) (13.3%)

令和4年10月 令和4年11月 令和4年12月 令和5年1月 令和5年2月 令和5年3月
0 0 0 0 0 0

- - - - - -
0 0 0 0 0 0

- - - - - -
6 2 19 2 2 364

(1.5%) (0.5%) (4.8%) (0.5%) (0.5%) (92.2%)
6 2 19 2 2 364

(1.5%) (0.5%) (4.8%) (0.5%) (0.5%) (92.2%)

2 （「今年度末までに対応予定」の団体）
対応予定時期

都道府県

指定都市

市区町村

全団体

男性職員の育児休業取得率の数値目標設定状況

1 男性職員の育児休業等の取得促進に係る数値目標の設定状況（育児休業）

都道府県

指定都市

市区町村

全団体
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秋田県における男性の育児休業等の取得促進に向けた取組 

 

秋田県では、男性職員の育児休業、配偶者の出産に係る休暇等の取得を促進するため、

所属長に対し、「育児プランシート」の作成を義務付け。また、職員に対し、「育児休業 

収入シミュレーションシート」を配布。この結果、男性職員の育児休業取得率が令和３年

度に大幅に上昇（令和２年度 11.5％→令和３年度 42.3％）。 

 
★「育児プランシート」の作成 

所属長が、子どもが生まれる男性職員との面談を通じ、妊娠・出産・子育て期間中に

おいて職員が取得できる休暇制度等の取得希望や取得時期を記載する「育児プランシー

ト」を作成。作成したシートを人事課へ報告。 

必要に応じて業務分担を見直したり、所属職員への理解を促したりするなど、対象職

員が制度を利用しやすい環境づくりにつなげる。 

【工夫のポイント】 

・人事担当課において、当該年度に子どもが生まれる男性職員の一覧を作成。 

・当該年度に子どもが生まれる予定の職員本人・所属長に対し、人事課長から個別

に取得勧奨メールを送信。 

 

★「育児休業 収入シミュレーションシート」の配布 

休業中の生活設計等に役立てるため、令和３年度から配布・周知（入力例参照）。 
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北九州市における男性の育児休業等の取得促進に向けた取組 

 

北九州市では、「子育て支援制度等取得計画書」を作成。また、育児休業に係る給与等

への影響についての職員への周知や、管理職の人事評価に「イクボス実践度」を反映。こ

れらの取組に加え、「パパ職員・イクボス面談」や「パパスイッチ研修」の実施により、

男性職員が育児休業を取得しやすい職場風土を醸成。この結果、男性職員の育児休業取得

率が令和３年度に大幅に上昇（令和２年度 24.6％→令和３年度 39.5％）。 

 
★「パパ職員・イクボス面談」の実施 

子どもが生まれる予定の男性職員とその上司が、育児休業取得の意向や、休業時の職

務分担について話し合う「パパ職員・イクボス面談」を実施。 

【工夫のポイント】 

・面談を行う上司を対象に、男性が育児休業を取得する意義や、上司の役割の重要

性、面談の実施方法等を伝える「事前説明会」を別途実施。 

 

★「パパスイッチ研修」の実施 

子どもが生まれる男性職員を対象に、子どもが生まれてからの働き方や暮らし方を考

える「パパスイッチ研修」を実施。 

【研修内容】 

・講話「産後のリアル」「夫婦のパートナーシップ」 

・先輩職員による「育休パパの体験談」 

・ワークショップ「家事・子育て・仕事のバランス 

 を考えよう」 

【受講者の感想】 

• 家事や育児に対する知識の無さを実感した 

• 育休は「取れたら良い」と思っていたが、「取らなければ」という思いに至った 

（令和３年度受講者 計 74名） 
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東京都中野区における男性の育児休業等の取得促進に向けた取組 

 

東京都中野区では、第４期（令和２年度～令和７年度）特定事業主行動計画において、

男性職員の育児休業取得率（取得期間１か月以上）の目標を 45％に設定。「子育て休暇

等計画シート」の作成を通じて、所属長が休暇等の取得予定や配慮する事項など、育児休

業開始に向けた準備について余裕を持って実施。また、職員報への育児休業体験談の掲載

等を通じ、育児休業等を取得することが自然と受け入れられる雰囲気を醸成。男性職員の

育児休業取得率が令和３年度に大幅に上昇（令和２年度 35.5％→令和３年度 68.6％）。 

※１ヶ月以上の育児休業取得率も大幅に上昇（令和２年度 28.6％→令和３年度 51.5％） 
 

★高い目標の設定 

男性職員の育児休業取得率について、国が設定する目標値（30％、取得期間限定な

し）を上回る、高い目標（45％、取得期間１か月以上）を設定して取組を推進。 

○ 中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進計画～全ての職員が働きや

すく、活躍できる職場を目指して～（第４期中野区特定事業主行動計画）（抜粋） 

目標項目 

（指標） 

実績値 

(H30年度) 

目標値 

（参考）第３期 第４期 

男性職員の育児休業取得率

（取得期間１か月以上） 

２３．８％ １０％以上 

（取得期間１日以上） 

４５％以上 

（※） 

（※）特定事業主行動計画の改訂に先立ち令和元年度に実施した職員アンケート結果から、

男性職員の育児休業取得率（取得期間１か月以上）について、希望職員が全員取得でき

た場合を 45％と見込み、目標値として設定。 

 

★「子育て休暇等計画シート」の作成 

シートを活用し、本人と所属長が休暇等の取得予定や今後の業務等について話し合う

ことで、配慮する事項など、育児休業開始に向けた準備について余裕を持って実施。 

【工夫のポイント】 

・自身又は配偶者等が出産予定の職員は、休暇等取得予定の有無にかかわらず、シ

ートを作成し、所属長に提出（取得予定日の遅くとも２～３か月前まで）。 

・シートを活用して話し合いを実施し、担当業務の他の職員との情報共有、業務分

担の調整、マニュアルの整備など、育児休業開始に向けた準備を実施。 

・長期的な育児休業取得の場合は、人事担当課で人事措置を講じることを検討。 

 

★育児休業等を取得しやすい環境の整備 

男性職員に出産・育児に関する休暇について理解を深め、これらの制度を効果的に利

用して貰うため「男性職員のための子育て休暇の手引き」を配付・周知。また、育児休

業の取得による経済的な影響を負担する声へ対応するため、育児休業中の手当金や給与

への影響等をまとめた資料を配付・周知。さらに、職員報に定期的に男性職員の育児休

業体験談を掲載。これらの取組を通じて、全庁的に育児休業等を取得することが自然と

受け入れられる雰囲気を醸成。 
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岡山県玉野市における男性の育児休業等の取得促進に向けた取組 

 

岡山県玉野市では、第５次たまの男女共同参画プランにおいて、男性職員の育児休業取

得率の目標を 30％（令和 7年度）に設定。管理職によるイクボス宣言の実施や、子育て

世代の職員同士の情報共有などにより、育児休業を取得しやすい環境を整備。男性職員の

育児休業取得率は令和３年度に大幅に上昇（令和２年度 22.2％→令和３年度 53.3％）

し、消防部門においても令和３年度に４名（50.0％）が育児休業を取得。 

 

 

★男性職員の育児休業取得率の目標設定 

男性職員の育児休業取得率について、国の目標値と同じ目標（30％）を設定。 

○ 第５次たまの男女共同参画プラン（令和４年３月）（抜粋） 

評価指標 現状値 目標値 

市の男性職員の育児休業取得率 ２２．２％ 

（令和２年度） 

３０．０％ 

（令和７年度） 

 

 

★管理職によるイクボス宣言の実施等 

職場で共に働く部下の仕事と生活の 

両立を考え、その人のキャリア形成と 

人生を応援しながら、仕事の成果を出 

しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむ 

ことができる「イクボス」になること 

を管理職が宣言。男性職員を含めて、 

育児休業等を取得しやすい環境づくり 

を実施。 

 また、子育て世代の若手職員同士の 

横の繋がりの中で、育児休業を取得し 

た経験や、活用可能な制度等の情報共 

有を実施。 

 これらの取組により、育児休業を取 

得しやすい環境を整備。 

 

（右：イクボス宣言の様式） 
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